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○富山市スポーツ施設条例施行規則  

平成２０年３月３１日  

富山市規則第３７号  

改正  平成２１年３月３１日富山市規則第３５号  

平成２２年３月３１日富山市規則第３８号  

平成２２年９月３０日富山市規則第６７号  

平成２３年３月３１日富山市規則第４４号  

平成２４年３月２９日富山市規則第１６号  

平成２４年１２月２８日富山市規則第７１号  

平成２５年３月２９日富山市規則第７２号  

平成２６年４月１５日富山市規則第４６号  

平成２７年３月３日富山市規則第８号  

平成２８年３月３１日富山市規則第４４号  

平成２８年７月７日富山市規則第８８号  

平成２９年３月３０日富山市規則第２５号  

平成２９年１０月５日富山市規則第６３号  

平成３０年２月２８日富山市規則第４号  

平成３０年３月２８日富山市規則第１９号  

平成３０年９月２８日富山市規則第７１号  

平成３１年３月２９日富山市規則第３８号  

令和元年９月３０日富山市規則第４２号  

（趣旨）  

第１条  この規則は、富山市スポーツ施設条例（平成１７年富山市条例第２８

６号。以下「条例」という。）第１５条の規定に基づき、条例の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。  

（北部プールの使用）  

第２条  北部プールは、専ら水球、競泳及びアーティスティックスイミングの

競技力向上に資するための使用に供するものとする。  
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（使用承認の申請）  

第３条  条例第４条第１項の規定により条例第２条に規定するスポーツ施設

（以下単に「スポーツ施設」という。）の使用承認を受けようとする者は、富

山市スポーツ施設使用承認申請書（様式第１号）を条例第２条の２に規定す

る指定管理者（以下単に「指定管理者」という。）（条例第２条の２に規定す

る指定管理者管理施設以外のスポーツ施設にあっては、市長。次項ただし書

及び第３項、第４条、第６条、第７条、第１４条並びに第１５条において同

じ。）に提出しなければならない。  

２  前項の申請書は、使用日（使用しようとする日が引き続き２日以上である

ときは、その初日。以下この項において同じ。）の属する月前２月の初日から

当該使用日の前日までの間に提出しなければならない。ただし、指定管理者

が相当の理由があり、かつ、スポーツ施設の運営上支障がないと認めるとき

は、この限りでない。  

３  前２項の規定にかかわらず、練習等のため個人でスポーツ施設を使用しよ

うとするときは、使用の際に指定管理者に口頭で申し出ることができる。  

（使用の承認）  

第４条  指定管理者は、スポーツ施設の使用を承認したときは、大会等又は団

体の使用にあっては富山市スポーツ施設使用承認書（様式第２号）を交付し、

個人の使用にあっては使用券（様式第３号）を交付するものとする。ただし、

個人の回数券（様式第４号）による使用の場合は、提示された回数券に使用

日時を記載することにより、年間（１月、２月、６月）使用券（様式第５号。

以下「年間使用券」という。）による使用の場合は提示された年間使用券を確

認することにより、この手続に代えるものとする。  

（スポーツ施設使用カード）  

第５条  スポーツ施設使用カード（様式第６号）によりスポーツ施設を使用す

る者は、使用料の納付に代えて当該スポーツ施設使用カードにより精算する

ものとする。  

（使用承認事項の変更）  
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第６条  スポーツ施設の使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が使

用承認事項の変更をしようとするときは、速やかに第４条の使用承認書を添

えて指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。  

（使用の承認の取消し）  

第７条  条例第６条第１項の規定によりスポーツ施設の使用の承認を取り消し

たときは、指定管理者は、その旨を書面で使用者に通知するものとする。  

（附属設備の使用料）  

第８条  条例別表第２の１の (1)の表備考６及び (2)の表備考５、２の (1)の表備

考２及び (2)の表備考３、３の (1)の表備考３及び (2)の表備考３、４の (1)イ

の表備考４及び (2)の表備考３、１１の (1)の表備考３及び (2)の表備考５、１

２の表備考２、１３の (1)の表備考及び (2)の表備考２、１４の表、１５の (1)

の表備考及び (2)の表備考３、１６の (1)の表備考４及び (2)の表備考２、１７

の (1)の表備考及び (2)の表備考３、２０の (1)の表備考４及び (2)の表備考３、

２１の (1)の表備考４及び (2)の表備考３、２３の表備考２、２５の (2)の表備

考、２６の (1)の表備考４、２７の (2)の表備考３並びに２８の表備考並びに

条例別表第３の２の (1)の表備考２及び (2)の表備考２の附属設備の使用料の

額は、別表第１のとおりとする。  

（使用料等の減免）  

第９条  条例第８条の規定による使用料又は利用料金（以下「使用料等」とい

う。）の減免の額は、別表第２に定めるところによる。  

２  使用料等の減免を受けようとする者は、富山市スポーツ施設使用料等減免

申請書（様式第７号）を市長（条例第２条の表５６の項及び５７の項に掲げ

るスポーツ施設にあっては、指定管理者。以下この項及び次条第２項におい

て同じ。）に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認め

るときは、この限りでない。  

（使用料等の還付）  

第１０条  条例第９条ただし書の規定による使用料等の還付の額は、次に定め

るところによる。  
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(1) 条例第９条第１項第１号に該当するとき。  全額  

(2) 条例第９条第１項第２号に該当するとき。  次に定める額  

ア  使用期日の３０日前までに使用の取消しを申し出たとき。  全額  

イ  使用期日の２９日前から１０日前までに使用の取消しを申し出たとき。 

７０パーセント相当額  

(3) 条例第９条第３号に該当するとき。  別に定める額  

２  使用料等の還付を受けようとする者は、富山市スポーツ施設使用料等還付

申請書（様式第８号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。  

（端数計算）  

第１１条  第９条第１項及び前条第１項の規定による使用料等の減免及び還付

の額の端数計算については、条例第７条第１項後段の規定の例による。  

（冷暖房期間）  

第１２条  総合体育館、市民球場、市民プール及び屋内競技場の冷房及び暖房

の実施期間は、原則として次のとおりとする。  

冷房  ６月１５日から９月３０日まで  

暖房  １１月１５日から翌年の３月３１日まで  

（使用者等の遵守事項）  

第１３条  使用者（第２号から第６号までにおいて入館者を含む。）は、次の事

項を守らなければならない。  

(1) 収容人員は、使用施設の所定人員を超えないこと。  

(2) 許可なく物品の販売又は寄附金の募集をしないこと。  

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。  

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙をし、又はくぎの類を打たないこと。  

(5) 許可なく施設又は附属設備等を使用しないこと。  

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ施設の管理上必要な指示に従うこ

と。  

（損傷及び滅失の届出）  
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第１４条  施設又は附属設備等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を

指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。  

（年間使用券の再交付）  

第１５条  年間使用券の交付を受けた者は、年間使用券を破損し、汚損し、又

は紛失したときは、スポーツ施設年間使用券再交付申請書（様式第９号）に

より指定管理者に申請し、その再交付を受けなければならない。  

（細則）  

第１６条  この規則で定めるもののほか、スポーツ施設の管理について必要な

事項は、別に定める。  

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、平成２０年４月１日から施行する。  

（富山市スポーツ施設使用料の徴収等に関する規則の廃止）  

２  富山市スポーツ施設使用料の徴収等に関する規則（平成１７年富山市規則

第２４４号）は、廃止する。  

附  則（平成２１年３月３１日富山市規則第３５号）  

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。  

附  則（平成２２年３月３１日富山市規則第３８号）  

この規則は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則（平成２２年９月３０日富山市規則第６７号）  

この規則は、平成２３年７月１日から施行する。  

附  則（平成２３年３月３１日富山市規則第４４号）  

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年３月２９日富山市規則第１６号）  

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年１２月２８日富山市規則第７１号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２５年３月２９日富山市規則第７２号）  
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この規則は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、第８条の改正規定

及び別表第２の改正規定は、同年６月１日から施行する。  

附  則（平成２６年４月１５日富山市規則第４６号）  

この規則は、平成２６年５月１日から施行する。  

附  則（平成２７年３月３日富山市規則第８号）  

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年３月３１日富山市規則第４４号）  

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年７月７日富山市規則第８８号）  

この規則は、平成２８年９月１日から施行する。ただし、別表第２の改正規

定は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２９年３月３０日富山市規則第２５号）  

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２９年１０月５日富山市規則第６３号）  

この規則は、公布の日から施行する。  

附  則（平成３０年２月２８日富山市規則第４号）  

この規則は、平成３０年３月１日から施行する。  

附  則（平成３０年３月２８日富山市規則第１９号）  

（施行期日）  

１  この規則は、平成３０年４月１日から施行する。  

（富山市婦中パークゴルフ広場条例施行規則の廃止）  

２  富山市婦中パークゴルフ広場条例施行規則（平成１７年富山市規則第２９

６号）は、廃止する。  

附  則（平成３０年９月２８日富山市規則第７１号）  

この規則は、平成３０年１０月１日から施行する。ただし、第２条及び別表

第１の５市民プールの項の表の改正規定は、公布の日から施行する。  

附  則（平成３１年３月２９日富山市規則第３８号）  

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。  
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附  則（令和元年９月３０日富山市規則第４２号）  

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。  

別表第１（第８条関係）  

１  総合体育館  

種別  単位  １ 回 の 使 用

料（円）  

超 過 時 間 １

時 間 に つ き

（円）  

照明設備  第 １ ア リ ー

ナ  

全面  １ ， ５ ０ ０

ルクス  

４，４００  ２，２００  

１ ， ０ ０ ０

ルクス  

２，２００  １，１００  

７ ５ ０ ル ク

ス  

１，１００  ５５０  

スポットライト  １本  ３，３００  １，６５０  

ピ ン ス ポ ッ ト ラ イ

ト  

１台  ３，３００  １，６５０  

第 ２ ア リ ー

ナ  

全面  全灯  ５５０  ２８０  

体操練習場  全面  全灯  ５５０  ２８０  

放送設備  第 １ ア リ ー

ナ  

放送装置（マイク及

び ス タ ン ド を 含

む。）  

１式  １，１００  ５５０  

特殊音響調整装置  １式  ３，３００  １，６５０  

第 ２ ア リ ー

ナ  

放送装置（マイク及

び ス タ ン ド を 含

む。）  

１式  １，１００  ５５０  

研修室  放送装置（マイク及

び ス タ ン ド を 含

１式  ５５０  ２８０  
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む。）  

映像装置  １式  ５５０  ２８０  

映像設備  大型映像表示装置  １式  ７，７００  ３，８５０  

４面映像表示装置  １式  １７，６０

０  

８，８００  

吊り物  バトン単位  １本  ２２０  １１０  

ス ポ ー ツ 器

具  

体操用器具  １式  １６，５０

０  

８，２５０  

電光得点表示装置  １台  ５５０  ２８０  

健康・体力診断機器  １回  ２２０  １１０  

仮設バレーボール用器具  １式  ５７，７５

０  

２８，８８０  

仮設バドミントン用器具  １式  ５５０  ２８０  

バスケットボール用機器  １式  ８８０  ４４０  

その他  電源車電源及び引き込み盤  １式  ３，３００  １，６５０  

催事用特殊電源盤  ５ キ ロ ワ ッ

トまで  

２，２００  １，１００  

５ キ ロ ワ ッ

ト を 超 え る

１ キ ロ ワ ッ

トまでごと  

５５０  ２８０  

ロールバックチェア  １台  ３，３００  １，６５０  

備考  

１  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から

１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時

から２１時３０分までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場

合は、２時間を１回とする。  

２  大会等の場合で、その他の催しに使用するとき（入場有料の場合に限
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る。）及び興行のために使用するときは、この表に定める額の３倍に相当

する額とする。  

３  大会等の準備のために照明設備、放送設備又は映像設備を使用する場

合は、この表に定める額（備考２の適用を受ける場合は、その適用後の

額）の３０パーセントに相当する額とする。  

４  特殊音響装置とともに放送設備を使用する場合は、放送設備の使用料

は、無料とする。  

２  東富山体育館  

種別  単位  １回の使用料（円） 超過時間１時間に

つき（円）  

放送装置（マイク及びスタンドを含

む。）  

１式  ５５０  ２８０  

備考  

１  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から

１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時

から２１時までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場合は、

２時間を１回とする。  

２  大会等の場合でその他の催しに使用するとき（入場有料の場合に限

る。）は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。  

３  ２０００年体育館  

種別  単位  １回の使用料（円） 超過時間１時間に

つき（円）  

放送装置（マイク及びスタンドを含

む。）  

１式  ５５０  ２８０  

備考  

１  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から

１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時

から２１時までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場合は、
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２時間を１回とする。  

２  大会等の場合でその他の催しに使用するとき（入場有料の場合に限

る。）は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。  

４  市民球場  

種別  単位  金額（円）  

照明設備  アマチュアスポーツに使用するとき  １時間  ３３，０００  

その他の催しに使用するとき  １時間  １６５，０００  

スコアボード  アマチュアスポーツに使用するとき  １時間  ６６０  

その他の催しに使用するとき  １時間  ３，３００  

場内放送設備  １時間  ５５０  

ピッチングマシン  １時間  ５５０  

備考  

１  照明設備の２分の１又は３分の１の部分だけを使用する場合は、この

表に定める額にその割合を乗じて得た額とする。  

２  スコアボードの得点及び判定の部分だけを使用する場合は、この表に

定める額の５０パーセントに相当する額とする。  

３  スコアボードとともに場内放送設備を使用する場合は、場内放送設備

の使用料は、無料とする。  

４  アマチュアスポーツで練習のために照明設備又はスコアボードを使用

する場合は、この表に定める額（備考１又は２の適用を受ける場合は、

その適用後の額。備考５において同じ。）の５０パーセントに相当する額

とする。  

５  大会等の準備のために照明設備又はスコアボードを使用する場合は、

この表に定める額の３０パーセントに相当する額とする。  

５  市民プール  

種別  単位  １回の使用料

（円）  

超 過 時 間 １ 時

間につき（円） 

照明設備（５０メートルプール）  全灯  ６，６００  ２，２００  
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２ 分 の

１灯  

１，６５０  ５５０  

ス ポ ー ツ 器

具  

水球用器具  １式  １，１００  ３６０  

アーティスティックスイミン

グ用器具  

１式  １，１００  ３６０  

競泳用器具  １式  ２，２００  ７４０  

その他  放送装置（マイク及び

スタンドを含む。  

プール  １式  １，６５０  ５５０  

研修室  １式  ５５０  ２８０  

備考  使用料は、９時から１２時まで、１３時から１７時まで及び１８時か

ら２１時３０分までを各１回として算定する。ただし、研修室を使用する

場合は、２時間を１回とする。  

６  屋内競技場  

種別  単位  １回の使用料

（円）  

超 過 時 間 １ 時

間につき（円） 

照明設備  屋内グラウンド  全灯  ２，２００  １，１００  

２ 分 の

１灯  

１，１００  ５５０  

放送設備  アリーナ  放送装置（マイク

及びスタンドを含

む。）  

１式  １，１００  ５５０  

屋 内 グ ラ ウ

ンド  

多 目 的 ホ ー

ル  

音響装置  １式  ５５０  ２８０  

備考  

１  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から

１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時

から２１時３０分までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場

合は、２時間を１回とする。  

２  大会等の場合でその他の催しに使用するとき（入場有料の場合に限
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る。）は、この表に定める額の３倍に相当する額とする。  

３  大会等の準備のために照明設備又は放送設備を使用する場合は、この

表に定める額（備考２の適用を受ける場合は、その適用後の額）の３０

パーセントに相当する額とする。  

７  西大沢運動広場  

種別  単位  金額（円）  超過時間１時間につき

（円）  

照明設備  １面２時間  １，１００  ５５０  

備考  

１  １面とは、野球又はソフトボールのグラウンド１面をいう。  

２  大会等の準備のために照明設備を使用する場合は、この表に定める額

の３０パーセントに相当する額とする。  

８  大沢野総合運動公園野球場  

種別  単位  金額（円）  

スコアボード  １時間につき  ２２０  

９  大沢野総合運動公園陸上競技場  

種別  単位  金額（円）  

照明設備  １時間につき  ５５０  

１０  八尾スポーツアリーナ  

種別  単位  １回の使用料

（円）  

超過時間１時間

につき（円）  

照明設備  メインアリーナ  全灯  ２，２００  １，１００  

２分の１灯  １，１００  ５５０  

サブアリーナ  全灯  １，１００  ５５０  

放送設備  メインアリーナ  １式  １，１００  ５５０  

サブアリーナ  １式  ５５０  ２８０  

冷 暖 房 設

備  

会議室１及び２  １室１回  ２２０  １１０  

大会議室  １回  ３３０  １７０  
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備考  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から

１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時か

ら２１時３０分までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場合は、

２時間を１回とする。  

１１  婦中体育館  

種別  単位  １回の使用料（円）  超過時間１時間につき

（円）  

放送設備  １式  ５５０  ２８０  

備考  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から

１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時か

ら２１時３０分までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場合は、

２時間を１回とする。  

１２  婦中スポーツプラザグラウンド  

種別  単位  金額（円）  超過時間１時間につき

（円）  

照明設備  半面  ２時間  １，１００  ５５０  

１３  ストリートスポーツパーク  

種別  単位  金額（円）  

ヘ ル メ ッ ト 及 び プ

ロテクター  

大人用  １回  ２２０  

小人用  １回  １１０  

スケートボード  大人用  １回  ２２０  

小人用  １回  １１０  

１４  山田総合体育センター  

種別  単位  １回の使用料（円）  超過時間１時間につき

（円）  

放送設備  １式  ５５０  ２８０  

暖房設備（研修室） １回  ２２０  １１０  

備考  使用料は、９時から１１時まで、１１時から１３時まで、１３時から
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１５時まで、１５時から１７時まで、１７時から１９時まで及び１９時か

ら２１時までを各１回として算定する。ただし、個人使用の場合は、２時

間を１回とする。  

１５  山田総合グラウンド  

種別  単位  金額（円）  超過時間１時間につき

（円）  

照明設備  半面  ２時間  １，１００  ５５０  

１６  八尾ゆめの森テニスコート  

種別  単位  金額（円）  超過時間１時間につき

（円）  

夜間照明設備  １面  １時間  ４２０   

冷房設備（会議室） １回  １００  ３０  

放送設備  １回  １，０５０  ３５０  

備考  使用料は、９時から１２時まで、１３時から１７時まで及び、１７時

から２１時までを各１回として算定する。  

別表第２（第９条関係）  

名称  減免額  

富山市総合体育館  条例第８条 の規定に よる使用料 の減免

の額は、次 の各号に 定めるとこ ろによ

る。ただし、入場有料の場合は、第６号

に該当するものを除き、減免しない。ま

た、各号の場合において、附属設備の使

用料及び冷暖房料は、市長が特に必要と

認めるものを除き、減免しない。  

(1) 市又は教育委員会が主催するもの  

全額  

(2) 市又は教育委員会が共催するもの  

５０パーセント相当額  

富山市東富山体育館  

富山市２０００年体育館  

富山市民球場  

富山市民プール  

富山市東富山温水プール  

富山市北部プール  

富山市東富山運動広場  

富山市馬場記念公園庭球場  

富山市石坂庭球場  

富山市蜷川庭球場  
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富山市五艘庭球場  (3) 市又は教育委員会が後援するもの  

２０パーセント相当額  

(4) 市が公認するアマチュアスポーツ

団 体 が 主 催 す る ア マ チ ュ ア ス ポ ー ツ

の行事  ５０パーセント相当額  

(5) 県又は県教育委員会が主催するア

マ チ ュ ア ス ポ ー ツ の 行 事  ３ ０ パ ー

セント相当額  

(6) 市長が特に必要と認めるもの  別

に定める額  

富山市呉羽庭球場  

富山市星井町庭球場  

富山市布瀬南公園庭球場  

富山市西番庭球場  

富山市城東ふれあい公園庭球場  

富山市東富山運動広場庭球場  

富山市屋内ゲートボール場  

富山市パークゴルフ場  

富山市屋内競技場  

富山市大沢野総合運動公園野球場  

富山市大沢野総合運動公園陸上競技場  

富山市西大沢運動広場  

富山市大山社会体育館  

富山市大山総合体育センター  

富山市大山 B＆ G 海洋センター体育館  

富山市大山 B＆ G 海洋センタープール  

富山市大山テニスコート  

富山市八尾スポーツアリーナ  

富山市八尾 B＆ G 海洋センタープール  

富山市八尾ゆめの森テニスコート  

富山市婦中体育館  

富山市婦中スポーツプラザプール  

富山市婦中スポーツプラザグラウンド  

富山市婦中 スポーツ プラザテニ スコー

ト  

富山市婦中武道館  

富山市ストリートスポーツパーク  
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富山市山田総合体育センター  

富山市山田総合グラウンド  
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第４条関係） 

様式第３号（第４条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第９条関係） 

様式第８号（第１０条関係） 

様式第９号（第１５条関係） 
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スポーツ施設使用料等の減免取扱基準 

 

（趣  旨） 

第１条 この基準は、富山市スポーツ施設条例施行規則第９条に規定する使用料等の減免の取扱基

準及び事務手続きについて定める。 

 

（減免対象） 

第２条 富山市スポーツ施設条例施行規則の別表第２に規定する減免の対象は、次の事業及び団体

等とする。なお、複数の要件に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。 

(1) 「市又は市教育委員会が主催するもの」とは、次のいずれかに該当するものとする。 

① 市又は市教育委員会が主催者として実施する事業 

市又は市教育委員会が主催者として実施する事業及び市又は市教育委員会が他の団

体と共に主催して実施する事業並びに市又は市教育委員会が(公財)富山市体育協会や

市の小・中学校校長会等への委託により実施する事業についても減免の対象とする。 

なお、市立の小学校及び中学校の学校長が教育課程外の教育活動と認めた学校部活動に使

用する場合で、使用日の前日以前に施設使用承認を受けたもの並びに市が国又は県からの委

託金により実施する事業については、原則として減免しない。 

② 市又は市教育委員会が主体となって設置した実行委員会又は運営委員会が主催者と

して実施する事業 

    

(2) 「市又は市教育委員会が共催するもの」とは、『富山市及び富山市教育委員会の後援等

名義の使用承認に関する事務取扱要綱』の規定に基づき、市又は市教育委員会から共催の

承認を受けた事業とする。 

 

(3) 「市又は市教育委員会が後援するもの」とは、『富山市及び富山市教育委員会の後援等

名義の使用承認に関する事務取扱要綱』の規定に基づき、市又は市教育委員会から後援の

承認を受けた事業とする。 

 

(4) 「市が公認するアマチュアスポーツ団体が主催するアマチュアスポーツ行事」とは、次

のとおりとする。 

① 市が公認するアマチュアスポーツ団体。 

ア．(公財)富山市体育協会及びその加盟団体。 

 ＜参考＞ (公財)富山市体育協会の加盟団体 

      ＊富山市を代表する競技団体 

＊富山市を代表する健康スポーツ団体 

＊富山市の地区及び校下体育団体 

＊富山市を代表する学校体育団体（中学校体育連盟、小学校ｽﾎﾟｰﾂ推進連盟） 

 

イ．(公財)富山市体育協会が主体となって組織する実行委員会又は実施本部。 

ウ．富山市体育指導委員協議会。 

エ．富山市スポーツ少年団本部及び本部に登録されているスポーツ少年団。 

オ．とやま女性スポーツの会 
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カ．スポーツ活動を目的とした市内のＮＰＯ法人。 

注：県、県教育委員会、県体育協会及びその加盟団体（富山市体育協会は除く）、県

高等学校野球連盟並びに県生涯スポーツ協議会及びその加盟団体等は、本項目

の該当団体ではない。 

② アマチュアスポーツ行事。 

ア．競技会、強化練習会、合同練習会、普及講習会、スポーツ教室等。 

イ．上記行事を実施するための会議等。 

ウ．団体の目的を達成するための研修会等。 

（団体の登録者等が行なう大会、練習、会議等は除く。） 

 

(5) 「県又は県教育委員会が主催するアマチュアスポーツ行事」とは、次のいずれかに該当

するものとする。 

① 県又は県教育委員会が主催者として実施するアマチュアスポーツの行事 

県又は県教育委員会が主催者として実施するアマチュアスポーツの行事及び県又は

県教育委員会が他の団体と共に主催して実施するアマチュアスポーツの行事について

も減免の対象とする。 

なお、県立の高等学校の学校長が教育課程外の教育活動と認めた学校部活動に使用する場

合で、使用日の前日以前に施設使用承認を受けたものについては、原則として減免しない。 

② 県又は県教育委員会が主体となって設置した実行委員会又は運営委員会が主催者と

して実施するアマチュアスポーツの行事 

注：アマチュアスポーツ行事は、（4）②の行事とする。 

 

(6) 「市長が特に必要と認めるもの」とは、『高齢者等の市営スポーツ施設減免要綱』及び

『学校週５日制に伴う社会教育施設無料化実施要領』に定めるもののほか、次のものと

する。 

① 前記(1)～(5)以外の団体及び事業で、市長が特に必要と認めるもの。 

ア． 市立学校未設置校が市民プール等を利用 

イ． 富山サンダーバーズ及び富山グラウジーズ、カターレ富山の利用 

ウ． スポーツ合宿を行う県外チームの利用 

 注：市観光振興課の交付決定を受けたスポーツ合宿が対象 

エ． その他、市長が特に認めるもの 

② 前記(1)～(5)に掲げるもので、規定と異なる減免額について、市長が特に必要と認め

るもの。 

③ 附属設備の使用料及び冷暖房料について、市長が特に必要と認めるもの。 

 

（減免手続） 

第３条 減免の承認を行う場合の手続きについては、次に掲げる手続きに基づいて、関係書類等の

確認を行い、適切に処理するものとする。 

(1) 市又は市教育委員会が主催するもの 

① 事業を主催する担当部局の「事業実施要項」等により、減免の規定に該当することを確認

する。 

② 富山市スポーツ施設条例施行規則第９条第２項に規定する減免申請書の提出を受け、所定
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の手続きを経て、承認を行うものとする。 

③ 学校施設の改築等に伴い、授業のために施設を使用する場合については、前記①②にかか

わらず、別途起案により対応するものとする。 

④ 市立の小学校及び中学校の学校長が教育課程外の教育活動と認めた学校部活動にあ

っては、一般利用者を優先すべく社会体育施設であることから当日に使用承認を受けて

使用する場合に限り、減免するものであり、その手続きについては前記②によるものと

する。 

 

(2) 市又は市教育委員会が共催するもの 

① 後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱に基づく、共催の承認を受けていることを確

認する。 

②  申請者の「事業実施要項」等により、減免の規定に該当することを確認する。 

③  富山市スポーツ施設条例施行規則第９条第２項に規定する減免申請書の提出を受け、所定の 

手続きを経て、承認を行うものとする。 

④  当該事業が規定と異なる減免額を要する場合は、「市長が特に必要と認めるもの」として、

別途決裁により対処するものとする。 

 

(3) 市又は市教育委員会が後援するもの 

① 後援等名義の使用承認に関する事務取扱要綱に基づく、後援の承認を受けていることを確

認する。 

②  申請者の「事業実施要項」等により、減免の規定に該当することを確認する。 

③  富山市スポーツ施設条例施行規則第９条第２項に規定する減免申請書の提出を受け、所定の

手続きを経て、承認を行うものとする。 

④  当該事業が規定と異なる減免額を要する場合は、「市長が特に必要と認めるもの」として、

別途決裁により対処するものとする。 

 

(4) 市が公認するアマチュアスポーツ団体が主催するアマチュアスポーツ行事 

① 申請団体が、第２条で定める減免の対象団体であることを確認する。 

②  申請団体の「事業実施要項」等により、第２条で定める減免の対象事業であることを確認す

る。 

③  富山市スポーツ施設条例施行規則第９条第２項に規定する減免申請書の提出を受け、所定の

手続きを経て、承認を行うものとする。 

④  当該事業が規定と異なる減免額を要する場合は、「市長が特に必要と認めるもの」として、

別途決裁により対処するものとする。 

 

(5) 県又は県教育委員会が主催するアマチュアスポーツ行事 

① 事業を主催する担当部局の「事業実施要項」等により、減免の規定に該当することを確認

する。 

② 富山市スポーツ施設条例施行規則第９条第２項に規定する減免申請書の提出を受け、所定

の手続きを経て、承認を行うものとする。 

③ 学校施設の改築等に伴い、授業のために施設を使用する場合については、前記①②にかか

わらず、別途起案により対応するものとする。 
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④ 県立の高等学校の学校長が教育課程外の教育活動と認めた学校部活動にあっては、一 

般利用者を優先すべく社会体育施設であることから当日に使用承認を受けて使用する場 

合に限り、減免するものであり、その手続きについては前記②によるものとする。 

 

(6) 市長が特に必要と定めるもの 

① 市長が特に必要と定めるもののうち、高齢者等減免要綱及び学校週５日制に伴う社会教

育施設無料化実施要領に定めるものについては、当該要綱等の定めるところにより処理する

ものとする。 

② 個別に起案・決裁を受けたものについては、富山市スポーツ施設条例施行規則第９条

第２項に規定する所定の手続きを経て、承認を行うものとする。 

 

附 則 

 この基準は、平成１８年４月１日から施行する。  

 

   附 則 

 この基準は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

 この基準は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この基準は、平成２４年４月１日から施行する。 
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高齢者等の市営スポーツ施設減免要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、富山市スポーツ施設条例第８条及び富山市富山南総合公園文化体育施設

条例第７条の規定に基づき、高齢者及び障害者に対し市営スポーツ施設の使用料を減免する

ことにより、積極的な社会参加と健康づくり、生きがいづくりを進めることを目的とする。 

 

（対象施設） 

第２条 この要綱により減免の対象とする市営スポーツ施設及び種別（以下「施設等」という。）

は、別表第１のとおりとする。 

 

（対象者） 

第３条 この要綱により減免の対象とする者は、次に掲げる者とする。 

 (1) 住民基本台帳法により本市の住民票に記載されている７０歳以上の者 

 (2) 身体障害者手帳の交付を受けている者 

 (3) 療育手帳の交付を受けている者 

 (4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 

 (5) 第２号から第４号に定める者の介助又は付き添いをする者。 

 (6) おでかけ定期券又はシルバーパスカを持っている者 

 

（対象使用形態） 

第４条 この要綱により減免の対象とする使用形態は、次に掲げるとおりとする。ただし、前

条第１号及び第６号に掲げる者にあっては、第１号に該当するときのみを対象とする。 

(1) 施設等を専用使用せず、個人使用するとき。 

(2) 施設等を専用使用せず、団体（２０人以上）使用するとき。 

(3) 施設等を専用使用するとき。 

 

（減免割合等） 

第５条 減免する割合等については、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 第３条第１号及び第６号に定める者にあっては、大人の使用料の５０％とする。 

 (2) 同条第２号から第５号に定める者にあっては、全額とする。 

 

（手続き等） 

第６条 この要綱により減免を受けようとするものは、各施設へ入場する際に受付において次

の方法による手続きを行うものとする。 

 (1) 第３条第１号に定める者にあっては、年齢及び住所が確認できるものの提示 

 (2) 同条第２号から第４号に定める者にあっては、手帳の提示 

 (3) 同条第５号に定める者にあっては、同条第２号から第４号に定める者が有する手帳の提

示 

 (4) 同条第６号に定める者にあっては、定期券又はカードの提示 

２ 前項の手続きを行うことにより、富山市スポーツ施設条例施行規則第９条第２項及び富山
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市富山南総合公園文化体育施設条例施行規則第７条第４項に定める申請があったものとみ

なす。 

（細則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は平成１８年９月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は平成２３年７月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この要綱は平成２６年５月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は平成３０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は平成３０年１２月１日から施行する。 
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 別表第１（第２条関係） 

施設名 種別 

・総合体育館 第１アリーナ・第２アリーナ・卓球練習場・ランニングコ

ース・体操練習場・弓道練習場・ボクシング室・フィット

ネスルーム、軽運動室・研修室 

・体育文化センター メインアリーナ・サブアリーナ・研修室 

・東富山体育館 アリーナ 

・２０００年体育館 アリーナ 

・市民プール ２５ｍプール・５０ｍプール・フィットネスルーム・研修

室・多目的ホール 

・市民球場 グラウンド・サブグラウンド・屋内練習場・フィットネス

ルーム・小研修室・大研修室 

・東富山温水プール  

・屋内ゲートボール場  

・パークゴルフ場  

・屋内競技場 アリーナ・ランニングコース・屋内グラウンド 

会議室・多目的ホール 

・大沢野総合運動公園野球場  

・大沢野総合運動公園陸上競技場  

・大山社会体育館 アリーナ・エアロビクススタジオ 

・大山総合体育センター 柔道場・剣道場・トレーニングルーム 

・大山Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館 アリーナ 

・八尾スポーツアリーナ メインアリーナ・サブアリーナ・トレーニングルーム・会

議室・大会議室 

・八尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープール  

・婦中体育館 アリーナ・卓球室・柔道室・剣道室・トレーニングルーム・

会議室 

・婦中スポーツプラザプール  

・婦中武道館  

・ストリートスポーツパーク スケートゾーン・ボルダリングゾーン・ダンスゾーン 

・山田総合体育センター 大アリーナ・柔道場・剣道場・研修室・児童体育室 

備考 総合体育館の研修室、体育文化センターの研修室、市民プールの研修室及び多目 

 的ホール、市民球場のグラウンド、サブグラウンド、屋内練習場、小研修室及び大研 

修室、屋内競技場の会議室及び多目的ホール、大沢野総合運動公園野球場、八尾スポ 

ーツアリーナの会議室及び大会議室、婦中体育館の会議室、ストリートスポーツパー 

クのダンスゾーン、山田総合体育センターの研修室及び児童体育室については、スポ 

ーツ活動を目的とした専用使用をするときに限り、減免の対象とする。 
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学校週５日制によるスポーツ施設無料化実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、学校週５日制が定着した中、より多くの子どもたちがスポーツに親しむ

機会の充実を図り、健康増進や体力向上につながるようスポーツの習慣化を目指すことを目

的として、小中学生に対する休日のスポーツ施設無料化を実施するものとする。 

 

（対象施設及び無料となる時間等） 

第２条 無料化を実施するスポーツ施設（以下「施設」という。）および使用時間等について

は、別表第１のとおりとし、利用日につき１施設１回を上限とする。 

 

（対象者） 

第３条 すべての小学校、中学校及び特殊教育諸学校の小学部・中学部に在籍する児童生徒（未

就学児が有料の施設にあっては、未就学児を含む。以下「小・中学生等」という。）で、か

つ個人にて施設を利用する者を対象とする。 

 

（実施日等） 

第４条 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日（振替休日を含む）とす

る。ただし、午後５時以降の利用については、保護者等との同伴の場合に限る。 

 

（実施方法等） 

第５条 対象施設における実施方法等は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 対象者の確認は、施設の窓口において身分証等により小・中学生等であることを確認す

るものとする。 

 (2) 施設管理者は、管理施設における対象者の利用状況を把握し、翌月にスポーツ健康課に

報告するものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 (施行期日) 

1 この要領は、平成３０年１月１日から施行する。 

(経過措置) 

2 この要領の施行の日の前日までに、現に改正前の学校週５日制によるスポーツ施設無料化

実施要領の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりな

されたものとみなす。 
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別表第１（第２条関係） 

施設名 時間等 

・総合体育館 （第１アリーナ・第２アリーナ・卓球練習場・

ランニングコース） 

（フィットネスルーム ＊中学生のみ使用可） 

２時間 

・体育文化センター （メインアリーナ・サブアリーナ） ２時間 

・東富山体育館  ２時間 

・２０００年体育館  ２時間 

・市民プール （25ｍプール・幼児用プール ＊未就学児を含

む） 

（50ｍプール・フィットネスルーム ＊中学生

のみ使用可） 

２時間 

・市民球場 （フィットネスルーム ＊中学生のみ使用可） ２時間 

・東富山温水プール （＊未就学児を含む） ２時間 

・馬場記念公園庭球場  ２時間 

・五艘庭球場  ２時間 

・石坂庭球場  ２時間 

・布瀬南公園庭球場  ２時間 

・蜷川庭球場  ２時間 

・呉羽庭球場  ２時間 

・西番庭球場  ２時間 

・城東ふれあい公園庭球場  ２時間 

・星井町庭球場  ２時間 

・東富山運動広場庭球場  ２時間 

・富山南総合公園内庭球場  ２時間 

・屋内ゲートボール場 （＊未就学児含む） ３時間 

・パークゴルフ場 
（＊未就学児含む） 

１ラウン

ド 

・屋内競技場 （アリーナ・ランニングコース・多目的ホール） 

（屋内グラウンド） 
２時間 

・大沢野総合運動公園陸上競技場  ２時間 

・大山社会体育館 （アリーナ・スタジオ） ２時間 

・大山総合体育センター （柔剣道場） 

（トレーニングルーム ＊中学生のみ使用可） 
２時間 

・大山テニスコート  ２時間 

・大山Ｂ＆Ｇ海洋センター 

体育館 
 ２時間 

・八尾スポーツアリーナ （アリーナ） 

（トレーニングルーム ＊中学生のみ使用可） 
２時間 

・八尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープール （＊未就学児を含む） ２時間 

・八尾ゆめの森テニスコート  １時間 
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・婦中体育館 （アリーナ・卓球場・柔道室・剣道室） 

（トレーニングルーム ＊中学生のみ使用可） 
２時間 

・婦中スポーツプラザプール  ２時間 

・婦中スポーツプラザテニスコート  ２時間 

・ストリートスポーツパーク （スケートゾーン） １回 

（ボルダリングゾーン） ２時間 

・婦中武道館 （＊未就学児を含む） ２時間 

・山田総合体育センター  ２時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


